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アメリカの高等教育における単位互換と単位の認定

―カリフォルニア州のアーティキュレーション・システム―

山田　礼子*

はじめに

大学間の編入が活発に実施されているアメリカでは，ミネソタ州やカリフォルニア州におい

て州全体をカバーするような広範な単位互換制度と共通の一般教育カリキュラムが開発・実践

されている。共通科目もしくは共通の教養教育カリキュラムの創造に際しては，単位認定にと

もなう教育成果の認定の平準化が，効果的な単位互換制度を構築していくうえで不可欠である

と思われる。本稿で扱うカリフォルニア州の公立高等教育機関では，他州の高等教育機関で導

入されている学外学位制度や単位累積加算制度，そして経験を単位化するポートフォリオ評価

や試験による単位の認定等はそれほど普及していない。私立の高等教育機関における経験の単

位化，試験による単位の認定等に関しては比較的自由に推進されていると推察できる一方，後

ほど詳述するマスタープランによって公立高等教育機関の機能が定められているカリフォルニ

ア州では，コミュニティ・カレッジあるいは4年制公立高等教育機関内での学籍の移動をベー

スとするアーティキュレーションと呼ばれる単位互換制度 1が一般的である。

本稿では，第一にこうした公立高等教育機関の特質にふれながら，カリフォルニア州におけ

るコミュニティ・カレッジと4年制州立大学間におけるアーティキュレーションと呼称される

編入・転学制度を概観する。次に，近年コミュニティカレッジから4年制州立大学への編入を

促進するために開発された IGETCと呼ばれる一般教育共通カリキュラムと学生の編入・転学支

援システムとして開発されたコンピュータベース，ASSISTについて言及し，単位の認定に当た

って，学生が習得するべき技能・知識の評価基準を高等教育機関が如何に構築しているかにつ

いて事例をもとに考察する。

１．カリフォルニア州の公立高等教育システム

カリフォルニア州の高等教育政策は，カリフォルニア中等後教育委員会（California Post

Secondary Education Commission）の管轄となっているが，カリフォルニア州の公立高等教育制

度は1960年に制定されたカリフォルニア・マスタープランの基本原則を現在でも踏襲してい

る。1989年にマスタープランは改定されているものの基本原則に関してはほとんど変更がなく，

州の公立高等教育制度の機能，ミッションはマスタープランによって明文化されている。州の

高等教育機関はUniversity of California群（以下UCとする）を頂点に，カリフォルニア州立大学
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群（以下CSUとする），コミュニティ・カレッジ群（以下CCとする）の3層構造から成り立ち，

果たすべき機能は各々異なっている。2 すなわち，UCシステムは研究大学として，CSUシステ

ムは教育をより中心的役割とする教育大学として，そしてCC群は18才以上の州民であれば誰

でもがアクセスできるオープンドア－カレッジとして機能するという役割と使命が明確化され

たのである。ここで，カリフォルニア州の公立中等後教育機関（以下公立高等教育機関）を概

観してみたい。

1－1．カリフォルニアコミュニティ・カレッジ群

カリフォルニア州のコミュニティ・カレッジは72の管轄地域郡に106校が存在しており，さ

らにキャンパスを持たないセンターもかなり存在している。現在大学進学適齢期人口の増加に

ともないこのキャンパスを持たないセンターの増加が著しいという傾向が見られる。管理運営

の形態は，知事によって任命された16人のBoard of Governorsがコミュニティ・カレッジの学校

区で調整・管理を行うエージェンシ－として機能している。前述しているように，入学に際し

ては，高校卒業者もしくは18才以上の市民に対してはオープンアドミッションを原則としてい

る。1998年には150万人が履修登録した。コミュニティ・カレッジでは大学前期課程に相当す

る教育課程及び職業に関連したプログラム，補習教育，市民教育，英語を母国語としない学生

への語学教育等を提供している。学位授与に関しては，準学士号ならびに多岐にわたる職業関

連分野での技術修了証を授与している。

1－2．カリフォルニア州立大学システム

カリフォルニア州立大学は，22校のキャンパスと6つのオフキャンパスセンターから成り立

っている。カリフォルニア州立大学システムは，知事に任命された24人の理事によって統治さ

れている。高校を直接卒業してきた新入生の入学に関しては，高校時代の成績の上位33％まで

が，マスタープランによって入学が保証されている。1998年には35万人が履修登録した。カリ

フォルニア州立大学は，リベラルアーツとサイエンス系，あるいは応用系の学士課程ならびに

修士課程を提供している。博士課程に関しては，カリフォルニア大学群および私立大学との提

携によって博士課程の設置も可能となっている。

1－3．カリフォルニア大学システム

カリフォルニア大学システムは8校と医学分野のみを持つ1校および多数の研究施設から成り

立つ研究大学である。カリフォルニア大学は，州法によってPublic Trustの資格を与えられ，26

人の理事会メンバーによって統治されている。理事会メンバーのうち18人は知事によって任命

される。カリフォルニア州の高校卒業生の上位12.5％がカリフォルニア大学への入学資格があ

るとマスタープランによって定められている。1998年には，17万4千人が履修登録した。研究

大学として，アメリカ全土の研究をリードするばかりでなく，多くの専門職を養成するプロフ

ェッショナルスクール，そして充実した学士課程を併せ持つ総合大学である。授与学位は学士
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号，修士号，プロフェッショナル修士号，博士号となっている。

上記の公立高等教育機関以外に，21万人以上が学んでいる75校の4年制・2年制の私立高等

教育機関がカリフォルニア州には存在している。カリフォルニア州では，公立高等教育機関へ

の入学選抜政策もマスタープランによって，高校時代の成績により決定されているのは前述し

たとおりである。しかし，一方でCC，CSU，UC間内での学生の編入・転学機会をマスタープ

ランが明文化し保証することにより，学生の学籍上での上昇移動も可能にしてきた。これがカ

リフォルニア州の公立高等教育機関における編入・転学制度である。マスタープランは1960年

以来継続的に改正に向けての努力がなされている。次節ではこのマスタープランによって明文

化されている州内公立高等教育機関内での編入・転学制度について概観してみることにしたい。

２．カリフォルニア州におけるアーティキュレーション　―編入・転学制度―

2－1．マスタープランの改定とその背景

カリフォルニア州の単位互換制度，より正確にいえばアーティキュレーションと呼ばれる編

入・転学制度は1960年のマスタープランによってその骨格が制定され実施されてきたが，1988

年のマスタープラン検討委員会の提案にもとづき1991年に改定がなされた。その主な法律上の

改定点を以下に列挙してみる。

・コミュニティ・カレッジからカリフォルニア大学，州立カリフォルニア大学へのアーティキ

ュレーション過程の円滑化を目指しての共通一般教育科目の開発と実施

・公立高等教育システム間における連携の強化及びアーティキュレーション・プログラムの開

発と実施を管理する運営委員会の制定

・コミュティカレッジにおけるアーティキュレーション促進プログラム（編入・転学センター，

特別カウンセリング，事務調整等）の常設等の義務化

・カリフォルニア大学，州立カリフォルニア大学におけるコミュニティ・カレッジからの編

入・転学生支援プログラムの精緻化

・コミュニティ・カレッジにおけるマイノリティ学生へのアーティキュレーション・プログラ

ムへの支援体制の強化

・州立大学における学部学生比率（upper division 対 lower division）に関する数値目標の維持

（60％対40％）

・カリフォルニア大学，州立カリフォルニア大学，コミュニティ・カレッジにおけるアーティ

キュレーション年次報告書の発行の実施

上記のような改正が実施された背景には，1960年のマスタープラン制定以来堅持されてきた

コミュニティ・カレッジからカリフォルニア大学，州立カリフォルニア大学への編入率が近年

低下してきたという事実がある。例えば，1994～95年度以来，コミュニティ・カレッジからカ
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リフォルニア大学，州立カリフォルニア大学システムへの編入学生は3500人，率にして6％の

低下率を示してきた。こうした低下現象に影響を及ぼした第一の要因としては，カリフォルニ

ア大学，州立カリフォルニア大学システムにおける全体的により厳しく設定された入学政策が

挙げられる。州立カリフォルニア大学システムは，1年生2年生の下級学年に相当するコミュニ

ティ・カレッジからの優れた編入生を従来比較的柔軟に受け入れてきたが，近年上級学年での

編入にシフトしたこと，カリフォルニア大学システムでは1年生全体に対する入学基準が上昇

した結果，より厳しくなった入学基準がコミュニティ・カレッジからの編入希望学生にも適用

されたことが具体例としてあげられる。

さらに長期間継続した州の経済不況とそれに続く高等教育への予算の削減によって，アーテ

ィキュレーション担当部署での専門職と予算の削減がみられたこと，州民としての資格のある

学生に対する学費の値上げとグラントベースから学生ローンへの移行という奨学金政策の変更

もコミュニティ・カレッジからの編入学生が減少する重要な要因となったとされている。

州政府は，こうした編入率低下が，マスタープラン以来堅持してきた公立高等教育への進学

機会の保証という目標を阻害するという危機感を抱き，上記のような改正を1991年に実施した

のであった。

さて，上記の改定項目のうち，画期的な項目は第1番目の共通一般教育科目の開発と実施に

関する項目であると考えられる。この一般教育カリキュラムは IGETC（Intersegmental General

Education Transfer Curriculum）と呼ばれる編入希望学生のための一般教育カリキュラムのことで

あり，IGETCはカリフォルニア大学あるいは州立カリフォルニア大学への編入を目指している

コミュニティ・カレッジ編入課程在籍学生の編入を円滑化するために，1991年のマスタープラ

ンの改正に伴って導入されたものである。次節では IGETCの意味について概観してみることに

する。

2－2．IGETCの基本概念

一般教育共通カリキュラムと言っても，公立高等教育機関内での共通一般教育カリキュラム

が開発・導入されているというわけではなく，むしろ IGETCカリキュラムの基本は，IGETCと

して認定されている一般教育科目をコミュニティ・カレッジで履修した編入希望学生が4年制

大学へ編入した際に，その IGETC科目の単位互換が保証されるシステムと考えたほうが妥当で

ある。IGETC制度が導入される以前には，コミュニティ・カレッジから州立大学への編入学生

が編入後にコミュニティ・カレッジで履修した一般教育科目の単位が認定されないという事態

がしばしば起こっていた。こうしたトラブルを避けるために導入されたのがこの IGETCである。

UC，CSUいずれのキャンパスにおいても各学科，専攻が必修としている下級学年における一

般教育は異なっているため，編入学科，専攻が確定している編入希望学生は本来は各学科，専

攻が要件としている一般教育科目をカウンセラーと相談のうえ履修する必要がある一方で，以

下のような場合には IGETCは有効な制度であると評価できよう。

IGETCに相当する一般教育科目は，カリフォルニア大学，州立カリフォルニア大学およびコ
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ミュニティ・カレッジの大学評議会によって承認される。IGETCは各大学間でのアーティキュ

レーションというよりはむしろ4年制高等教育機関全体でのアーティキュレーションに際して

の一般教育科目の認定に際しての共通理解の確認として意義があると同時に，4年制大学への編

入を希望していながら学科・専攻コースが未確定であるコミュニティ・カレッジ学生にとって

利益となるシステムとして評価されている。すなわち，IGETCは編入する際に最低限必須であ

るとされている一般教育科目を定めている制度であるため，専攻コースが未決定の学生にとっ

ても履修した一般教育科目の単位認定が保証されるシステムであるからである。しかし，必修

科目等の要件が厳しく定められている物理学，工学，自然科学分野においては IGETC科目の単

位認定が認められない場合もあるため，この三分野への編入を希望する学生はカウンセラーと

の綿密な編入計画の実施が不可欠となっている。

IGETCを履修する選択をした学生は編入の実施までに必ず IGETCに明記されている科目を全

て履修し終えていなければならないという条件が付帯する。履修し終えていない場合には編入

後にカリフォルニア大学もしくは州立カリフォルニア大学が要求する一般教育科目を履修しな

ければならない。

Advanced Placement Test（AP）の科目テストの成績は IGETC科目として単位を認定すること

も出来る。この場合にはAPテストと IGETC科目の互換性に関して各コミュニティ・カレッジ

の基準に照らし合わせる必要性があるがかなりの IGETC科目はAPテストを通じて単位を修得

することも可能である。

さらに，IGETC科目は必ずしも同じコミュニティ・カレッジのキャンパスで履修する必要は

なく，カリフォルニアにあるいずれのコミュニティ・カレッジで履修することが可能となって

いる。この点にこそ共通一般教育カリキュラムの特徴があるといえよう。

表１　IGETC分野と必修単位

分野 必修科目 必修単位

１．英語コミュニケーション 2科目＊ 6（セメスタ－単位）

英作文一科目と批判的思考に関する英作 8～10（クォータ－単位）

文一科目　＊州立カリフォルニア大学へ

の編入希望学生はオーラルコミュニケー

ションも履修しなければならない。

２．数学概念と数的理論付け 1科目 3（セメスタ－単位）

4～5（クォータ－単位）

３．芸術と人文 3科目 9（セメスタ－単位）

3科目は少なくとも芸術分野から1科目， 12～15（クォータ－単位）

人文分野から1科目履修すること
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４．社会・行動科学分野 3科目 9（セメスタ－単位）

3科目は少なくとも2分野から履修するか， 12～15（クォータ－単位）

学際分野で関連性がなければならない。

５．物理科学および生物科学 2科目 7～9（セメスター単位）

物理科学より1科目，生物科学より1科目， 9～12（クォーター単位）

そのうち1つは実験

英語以外の外国語＊ 流暢であること 流暢であること

＊高校過程を通じて2年間継続した外国語

を履修していることがプロフィシエンシー

と定義される。州立カリフォルニア大学へ

の編入希望学生には要求されていない。

Source: University of California. (2000). Answers for Transfers. 2001/2002. Oakland: University of

California. p.22より作成

2－3．アーティキュレーション・システムの実際

IGETCはいわばコミュニティ・カレッジとUC，CSUとの間での一般教育に関する共通の必修

科目のリストといえるカリキュラムである。一方で編入・転学を前提とした単位の認定，アー

ティキュレーションはコミュニティ・カレッジとUC，CSU等の 4年制高等教育機関，UC，

CSU内，UC，CSUと私立の高等教育機関内，私立の高等教育機関内，さらにはUCあるいは

CSUの各キャンパス内での移動に関してという様々なケースが考えられる。このような多様な

高等教育機関内での学生の移動を想定した上でのアーティキュレーションには以下のような合

意書（アグリーメント）を取り交すことが前提となっている。送り手機関（sending institution）と

受け手機関（receiving institution）間の合意書には以下の4種類の合意書が交わされていなけれ

ばならない。（資料1を参照）

1.  Courses Accepted for Baccalaureate Credit

2.  General Education－Breadth Agreement

3.  Course to Course Agreement

4.  Lower Division Major Preparation Agreement
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資料１

第一の学士号取得に必要な単位に関する科目に関する合意書（Transferable Course Agreements

略してTCA）は，学士レベルにおける科目の単位の互換に関する認定条項を定めたもので，受

け手機関となる高等教育機関が必修科目に関する単位と選択科目に関する単位をどのように認

定するかが規定されている。表2（Appendix A）はコミュニティ・カレッジと全UCキャンパス

における各領域における科目との単位互換に関する合意書の例である。この表では文化人類学

を例とすると，単位が互換される文化人類学の科目のみがリスト上に掲載されている。さらに

科目は付与されているナンバーによって科目の難易度がある程度見分けがつくように分類され

ている。セメスターユニットの欄には，単位が互換される際の認定単位数が表示されている。

表２
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Source: California Public and Independent Colleges and Universities. (1995). Handbook of California

Articulation Policies and Procedures. p.50

第二の一般教育に関する合意書は，送り手機関においてあらかじめ履修しておくべき一般教

育科目に関する合意書である。前述した IGETC科目はこの合意書に包含されている。

第三の科目と科目に関する合意書は，各送り手機関と受け手機関との間で交わされる文書で

ある。表3（Appendix J）に示しているように各機関によって科目の名称が異なっている場合に，

送り手機関の科目が受け手機関のどの科目に相当し，単位互換が認定されているかいないかが

明記されている文書である。

表３
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Source: California Public and Independent Colleges and Universities. (1995). Handbook of California

Articulation Policies and Procedures. p.72

第四の下級学年の専攻準備に関する合意書は，送り手機関で履修している各専攻分野での準

備科目が受け手機関でのどの専攻準備科目に相当するかが明記されている文書である。これも

各機関の各学科あるいは専攻単位で取り交される文書である。

次にこうした合意書の実質的な役割についてアーティキュレーション過程を通じて考察する。

2－4．カリフォルニア大学システムにおけるアーティキュレーション過程

カリフォルニア大学システムにおけるアーティキュレーション過程を通じてまず作成される

合意書はTCAである。TCAはOffice of the President（総長府）に直結した入学と学校に関する関

係委員会The Board of Admissions and Relations（略してBOARS）によって作成された学則にした

がって作成される。BOARSはカリフォルニア大学全体の学部入学規則に責任を負っているカリ

フォルニア大学のファカルティから構成されている評議会に属する委員会である。BOARSは学

位取得に際してどの科目の単位が互換可能であるかを認定する。この認定過程を通じての基本

原則は，第一に当該科目が各UCキャンパスの下級学年レベルで提供されている科目に，目標，

レベル的に比較適応可能かどうか，第二にもし当該科目がいずれのUCキャンパスで提供され

ている科目に適応されない場合，当該科目が大学学位取得をする際にその目的，全体像，そし

て内容がふさわしいものであるかどうかという点である。

アーティキュレーションに関しては，全UCキャンパスで提供されている科目を対象に定期

的に検討され改定されているため，総長府の目標は毎年TCAを改正することにある。TCAを改

正する際の必要書類は，最近の科目が掲載されているコミュニティ・カレッジ側のカタログ(大

学案内)および科目の概要 3 である。科目の概要には目的，詳細にわたる内容，当該科目を履修

する際に前提となる必修科目名，評価方法，教科書名等の情報が明示されていなければならな

い。同時にコミュニティ・カレッジにおけるカリキュラム委員会による当該科目認証書類の提

出も求められる。
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コミュニティ・カレッジ側は単位互換に関する新しい情報，改正されたTCAのコピーおよび

単位互換の認定に関するガイドライン等の見なおしに関する情報などを定期的に受理する。UC

側の見なおしとTCAの書き換えについては総長府に所属しているアーティキュレーション（単

位互換の認定業務・過程を専門とする）職員が担当するが，実際の科目内容の検討については

関連科目を担当しているファカルティが担っている。

UC側がコミュニティ・カレッジで提供されている科目の単位互換認定を却下した場合におい

て，コミュニティ・カレッジ側がその結果の再検討を要求する際には，通常コミュニティ・カ

レッジ側のアーティキュレーション職員は当該科目の前提となる必修科目名，科目の目的，科

目内容，評価方法，リーディングリスト等の情報を提出する。その情報に基づいて再度互換性

があるかどうかの精査過程を担当するのが，通常は当該科目に精通したファカルティである。

以上のような検討・再検討過程を経て作成されたTCAは各コミュニティ・カレッジ，各UCキ

ャンパスの入学と学校関係担当部署に送られ，アーティキュレーションに際しての単位互換認

定が滞りなく実施されるように情報の共有がすすめられているのである。

次に，コミュニティ・カレッジがカリキュラムに加えた新科目を単位互換科目として認定す

るよう申請しているケースを考察してみよう。付録資料2は現在単位互換科目として承認され

ている科目に関連する新科目の認定に必要な申請書類一式である。

9ページの書式から成るこの申請書類の第1ページ目には科目に関する必要な情報が簡潔に明

示されている。2ページ目から4ページまではこの科目を履修する以前に履修すべき必修科目あ

るいは履修するために必要とされるスキル，そして科目の到達目標が内容，知識面及び学生が

獲得すべき技能という３領域に分類されて表示されている。5ページには教授方法，評価方法，

そして使用される教科書名が示されており情報が簡潔にまとめられていることがわかる。6～7

ページは18週というセメスターの枠のなかでの内容の教授過程を詳述したカレンダー的シラバ

スと見受けられるが，このカレンダーからは当該科目の知識が体系的に学生が修得できるよう

組みたてられていることが読み取れる。8～9ページは学内のカリキュラム委員会で当該科目が

大学下級学年の科目として適当であると認証された評価書類となっている。（9ページ目はサイ

ンの為省略）

以上のような書類情報をベースにTCAは毎年改定されているのであるが，コミュニティ・カ

レッジ側が提出する科目関連情報書類が形式的にも内容的にも必要情報が精緻にまとめられて

いることが特徴である。必要な情報の提供側と受けて側間でミスコミュニケーションが起こら

ないようにフォーマットを整えることによってこうした情報の共有が可能となると推察できよ

う。

同時に，アーティキュレーションをスムーズに実行する上で実質的に科目の検討に従事する

ファカルティと実際にアーティキュレーションの実務を取り仕切る専門職員との連携が重要で

あろう。ファカルティの役割はアーティキュレーションの認可過程においても教学と質に関連

する事項に限定されている。具体的には連携（単位互換）（articulation）科目の検討，連携（単

位互換）（articulation）科目の認可，システム間における単位互換が可能なカリキュラムと質の
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水準維持に向けての基準の構築等である。

編入・転学してきた学生が編入先の授業内容に学力的に適応できることがアーティキュレー

ションの最大課題であり，ただ単に編入・転学したという事実だけではアーティキュレーショ

ンが円滑に実施されているとはみなされない。ファカルティの役割は編入・転学学生の編入先

での適応を視座にいれて科目のアーティキュレーションを吟味することにあると考えられる。

一方，ファカルティと連携して実際に業務を円滑に進める役割を担っているのがアーティキ

ュレーション職員である。アーティキュレーションの実施においては，カリフォルニア州の公

立高等教育機関ならびに私立高等教育機関との綿密な打ち合わせと連携，そして情報の伝達が

不可欠であるため，アーティキュレーション職員には業務に関する卓越した知識，強力なアカ

デミックな背景とともに調整，交渉能力ならびに高度なコミュニュケーション技能が要求され

ている。具体的には

―一連の合意書を実質的に作り上げシステムとして機能させること，

―ファカルティならびに教学部門へのコンサルタント業務をおこない，必要情報を提供するこ

と，

―異なる高等教育機関との連携と調整ならびにカリキュラムの変更に関する情報の更新，

―ファカルティへの業務上その他のアドバイス，

―単位互換，連携に関するデータの収集と情報の整理と統合，

―ファカルティとの協力により，より精緻な連携システムの構築，

―一般教育，カリキュラム，教学に関する学則等の委員会への参加等

が主なアーティキュレーション職員の業務内容である。いわば異なる高等教育機関間での実質

的なアーティキュレーションに関わる内容は全てアーティキュレーション職員が担っていると

いっても過言ではないといえよう。

アメリカの高等教育機関では，科目名の変更あるいはある科目内容が頻繁に変更するという

事態がごく頻繁に発生する。これらはファカルティが情勢あるいは時代のニーズに合わせて内

容を変更するということが，しばしばイノベーションとして前向きに捉えられているという背

景に関連していると考えられる。担当ファカルティが科目名の変更，あるいは内容の変更を希

望した場合には，変更希望をキャンパス内で構成されているカリキュラム委員会に提出し，変

更を諮る。変更希望が認められた場合，アーティキュレーション職員はその変更内容にしたが

って情報の更新と高等教育機関内でのアーティキュレーションの調整業務を迅速におこなわな

ければならない。

このようにアーティキュレーション職員の業務は複雑でかなりの専門性を要するため，アー

ティキュレーション職員には教育に関する専門職学位を取得していることが望ましいとされて

いる。例として，コミュニティ・カレッジにおけるアーティキュレーション職員は，編入・転

学を希望する学生へのカウンセラーがアーティキュレーション業務を兼ねている場合が多く，

この場合には少なくとも学生サービスあるいは学生への教学カウンセリングの修士号以上を取

得していることが求められている。カリフォルニア大学アーバイン校でのアーティキュレーシ
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ョン・ディレクターを例に挙げると，アーバイン校全体の学部アドミッションのディレクター

を兼任し，全学のアドミッションとアーテキュレーション業務の全責任を負っている教育学博

士号を取得しているアドミニストレーターとしてのプロフェッショナルである。

2－5．アーティキュレーション支援システム

アーティキュレーションは異なる高等教育機関間での連携が前提となるため，アーティキュ

レーション関係者はカリフォルニア州の公立高等教育機関全体をカバーするようなデータベー

スの構築が不可欠であるとの認識を抱いていた。そうした要望に応えて構築された支援システ

ムがASSISTと呼ばれるカリフォルニアにおける全公立高等教育機関のアーテキュレーションに

関する情報からなるデータベースである。

ASSIST（Articulation System Stimulating Interinstitutional Student Transfer）は，主に4年制大学へ

の編入・転学を希望するコミュニティ・カレッジ学生が履修している科目がどこの大学に互換

可能どうかを情報として入手し，さらに編入希望先の各大学の専攻が課している必修科目計画

を効率的にプラニングすることを目的として，1985年にプロジェクトチームが発足した。年々

そのデータベースへの情報量は豊富になり内容も改善され現在に至っている。アーティキュレ

ーションに関するASSIST情報の更新はアーティキュレーション職員が責任を負っており，日々

更新されているため，学生は最新の情報をASSIST 4 から入手することが可能である。現在107

校のコミュニティ・カレッジ，CSU 22校，UC 8校で開講されている科目とそのアーティキュレ

ーションに関する情報をASSISTは網羅している。

ASSISTは，カリフォルニアレジスレーチャ－ 5 から直接資金を提供されており，2000～2001

年の年間予算は1,485,292ドルである。運営組織は，図１に示しているように，コミュニティ・

カレッジ，CSU，UCからの代表，およびCPEC（California Postsecondary Education Commission）

すなわちカリフォルニア中等後教育委員会からの代表から構成されている 18人からなる

ASSIST理事会によって運営されている。カリフォルニアの公立高等教育機関におけるアーティ
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キュレーション政策はUC Office of the President（総長府）が策定するため，ASSIST理事会に

おけるUC側の発言権が他の公立高等教育機関よりも強くなっている。

実際には，ASSISTのソフト上の開発，メンテナンスはASSIST Coordination Siteが行っており

年間予算のほとんどはこのASSIST Coordination Siteの運営費として使用されている。ASSISTの

構築により学生，アーティキュレーション職員，およびファカルティも最新情報の入手と効率

的にアーティキュレーション計画の策定が可能になったと評価できよう。

他のアーテキュレーション支援システムにCAN（The California Articulation Numbering system）6

と呼ばれる科目番号の共通化がある。この共通番号のシステム化は，コミュニティ・カレッジ

とCSUキャンパス間のみで実施されており，UCキャンパスは当該プロジェクトに参加してい

ない。このシステムの基本原理は例えば，あるコミュニティ・カレッジが4校のCSUキャンパ

スと科目の互換に関する合意書を取り交わし，さらにそのCSUキャンパスの一校が別のコミュ

ニティ・カレッジと同一科目の互換に関する合意書を取り交わしていた場合，関与しているキ

ャンパスで同科目をCANで始まる共通番号で表示するというものである。各キャンパスで使用

されている科目名称も同時に表示されており，学生は共通番号と各科目名称を参照することに

より，どのCSUキャンパスとのアーティキュレーションが可能であるか否かが認識できるよう

になっている。

ASSISTおよびCANの導入により，それ以前では困難であった遠方のキャンパス情報の入手

が容易になり，その結果学生のアーティキュレーションの選択幅が広がったことも一つの効果

であるといえよう。

３．編入・転学制度の意義と課題

以上見てきたように，カリフォルニア州の公立高等教育機関においてはアーテキュレーショ

ンと呼ばれる単位互換が行われている。このアーティキュレーションは主にコミュニティ・カ

レッジから4年制公立高等教育機関への機会の拡大という目的のために実施されており，カリ

フォルニア州のマスタープランによってその骨格が定められ，4種類の合意書がアーテキュレー

ションを実施する高等教育機関間で取り交わされていることが前提となっている。4年制高等教

育機関あるいは私立高等教育機関との間のアーティキュレーションもあるが，この場合は個別

に対処する形式となっている。

2000年の実績においてはUC全体で11000人の編入・転学学生をコミュニティ・カレッジから

上級学年に受け入れ，CSU全体では 45000人を受け入れた。CPECは 2005年にはUC全体で

16000人，CSU全体では60000人の編入・転学学生を受け入れるであろうと予測している。UC，

CSUの公立高等教育機関にかかる授業料と比較した場合のコミュニティ・カレッジの授業料の

安価さが低収入家庭への財政負担軽減効果をもたらしていること，あるいは高校卒業時点でUC，

CSUに入学できるだけの学力，高校での学修が4年制高等教育機関の要件を満たさなかった学

生がコミュニティ・カレッジでスタートし上昇移動を実現するシステムがこのアーテキュレー
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ションの基本原則である。

アーティキュレーションを促進するために様々な制度上の改善がおこなわれてきたのは，

IGETCやASSISTの開発に見られるとおりである。IGETCは，コミュニティ・カレッジにおけ

る一般教育をいずれのキャンパスで履修しても単位として認定するという点において，単位累

積加算のひとつの形態としても意義があるだけでなく，該当する一般教育内容の向上と内容の

標準化を図るという点でも価値があると考えられる。アーティキュレーションの過程を通じて

新たに科目が認定されるための，科目のレビュー評価はかなり厳密に実施されている。このよ

うな評価に値するような，授業内容の設計，教授法の改善，学生が習得できるような技能の明

示，そして科目の連続性などが厳密に評価されることから，当然コミュニティ・カレッジでの

教育力は向上するという利点があろう。我が国では単位累積加算制度あるいは単位互換制度を

構築していくうえで，常に懸念として挙げられるのが質の維持という問題がある。カリフォル

ニア州における公立高等教育機関の種別別機能，もしくは学生の入学時点で要求される高校時

代の成績等を鑑みても，コミュニティ・カレッジが下位に位置するのは否定できない。しかし，

多くのUC関係者，CSU関係者との面談においてもコミュニティ・カレッジからの編入学生の

修了率データを参照しても編入学生に対するネガティブな評価はほとんどみられない。むしろ

コミュニティ・カレッジの教育力を肯定的に評価する声が目立っている。このような背景には，

科目の水準を維持するための明確な目標設定と厳密な評価が実施され，水準に関するガイドラ

インが厳守されているからだと考えられる。カリフォルニア州のアーティキュレションをめぐ

ってのこうしたガイドラインの策定と教育力の評価については今後の課題としてさらに分析を

進めていきたい。
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注
1 本稿ではカリフォルニア州高等教育機関で実施されているアーティキュレーションを単位移

動・互換制度として扱うことにする。
2 California Postsecondary Education Commission, (1998), A Master Plan for Higher Education in

California, 1960-1975. Commission Report 98-1を参照した。
3 科目概要を提出する場合は，新追加科目あるいは重大な内容などの変更があった場合に限ら

れている。
4 ASSISTのサイトはwww.assist.org

5 カリフォルニア州の立法・行政府のことであるが，日本語での適語がないためレジスレーチ

ャーとする。
6 CANのサイトはwww.cansystem.org
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［ABSTRACT］

Articulation System in American Higher Education: 

Based on the Case of California State System

YAMADA Reiko*

Transfer between higher education institutions in the United States has been active as represented by the

State of Minnesota and California. These States have developed Statewide credit transfer system and

common general education curriculum. 

Unlike the other States, higher education institutions in California have not introduced external degree as

well as credit accumulation systems. Also experiential learning assessment such as portfolio assessment is

not popular in public higher education institutions in California. Instead, since the California Master Plan

determined the role of each public higher education institution in California in 1960, articulation that means

the transfer between public community colleges and public four-year higher education institutions has been

prevalent.

This paper examines the articulation system in California by presenting the peculiarity of public higher

education institutions in California. Next, by referring to the IGETC (Intersegmental General Education

Transfer Curriculum) and ASSIST data bases, both of which have been recently developed to accelerate the

transfer between institutions, this paper analyzes how higher education institutions establish the assessment

criteria for skills and knowledge of college students in case of credit transfer.
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